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悪質な荷主・元請事業者への監視・指導の強化（トラックGメン）

トラックGメンによる悪質荷主等への監視・指導

「働きかけ」
「要請」

「勧告・公表」

「物流革新に向けた政策パッケージ」（令和5年6月）に基づき、全国162名体制の 「トラックＧメン」
を設置（令和5年7月）。
トラック事業者へのプッシュ型情報収集や、適正取引を阻害する疑いのある荷主・元請事業者への是正
措置（貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」「要請」「勧告・公表」）により、悪質な荷主・元請事業者を監視・指導。
11月・12月を 「集中監視月間」 と位置づけ、関係省庁と連携して、悪質な荷主・元請事業者に対す
る 「要請」「勧告・公表」 を徹底。これにより、ドライバーの労働条件改善や取引適正化の加速化を図る。

集中監視月間（11月・12月）

荷主の違反原因行為
を、全トラック事業者を
対象に調査

集中監視月間に
「要請」 「勧告・公表」
を集中実施

トラックGメンの活動実績

Gメン発足前

月1.8件

月当たりの「働きかけ」「要請」平均実施件数

Gメン発足後

月57件
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違反原因行為とは

違反原因行為とは、

トラックの法令違反の原因となるおそれのある、

以下のような行為を指します。
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トラックGメンによる違反原因行為に係る「プッシュ型情報収集」

運輸局・運輸支局によるトラック事業者への「プッシュ型情報収集」は、主に、以下の内容を想定。
トラック事業者に対する訪問調査や電話聴取による積極的な情報収集
違反原因行為をしている疑いのある荷主の支店や荷捌き場周辺などへのパトロール（現場の状況確認）
荷主の違反原因行為を投稿してきたトラック事業者へのフォローアップ調査

地方運輸局・運輸支局

【違反原因行為に係る積極的な情報収集】
トラック事業者への訪問調査
トラック事業者への電話聴取

例えば、
2件/日の情報収集

例えば、
名簿順の訪問
ヒアリング

【荷主の支店や荷捌き場などへのパトロール】
荷主の支店や荷捌き場などでの恒常的な荷待ち情報
が寄せられた場合などの現場確認

【違反原因行為を投稿してきた事業者へのフォローアップ調査】
国交省目安箱に寄せられた情報の真偽確認
地方適正化実施機関が行う巡回指導時に収集した情報の真偽確認
「働きかけ」や「要請」を実施済の荷主について、再度同種の違反原因
行為をしている疑いのある情報の真偽確認 など

チェックシート等
により報告

「働きかけ」

「要請」
※違反原因行為をしている
ことを疑うに足りる相当な
理由があると認められる場
合には即発動

本省
（貨物課）

迅速かつ
効果的に対応！
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国土交通省では、「働きかけ」の端緒とするため、長時間の荷待ち、契約にない附帯業務の強要などの違反原因行為を
行っているおそれのある荷主情報を、インターネットなども活用して、積極的に収集しています。

国交省 トラック 目安箱 ▼

（アクセス方法）

（入力フォーム［一部］）

クリック クリック

※トラック協会等のHPでも「目安箱」としてリンクが紹介されている例もあります。

入力フォームへ

59

（輸送・荷待ち・荷役などに関する輸送実態把握のための意見等の募集について）

目安箱への投稿

　４



働きかけが行われるまで

「働きかけ文書発出とともにヒアリングを実施する場合は、主に以下の流れに沿って実施
長時間の荷待ち、運賃・料金の不当な据置き、過積載の指示等、違反原因行為の事実確認
違反原因行為が事実の場合、早急の解消に向けた改善計画の作成・提出
改善計画には、違反原因行為の解消に必要な期間を設定（改善期間：概ね3か月程度）
取組の確実な実施を指示するとともに、進捗状況や改善効果等を定期的にヒアリングや提出データ等で確認し、フォローアップ（違
反原因行為の解消が確認できるまで）
当該荷主が扱う貨物を所掌する関係省庁（経産省、農水省等）と連携してヒアリングを実施

これまでの実績（令和５年１０月末までの累計）：働きかけ⇒２５１件、要請⇒１０件

違反原因行為
の情報を入手

国土交通省
にて情報確認

疑いのある
荷主へ連絡

ヒアリング
実施

荷主都合による長時
間の荷待ちで、拘束
時間が守れない
契約にない附帯作業
の強要 等

投稿情報等を整理の
上、荷主に接触
関係省庁と情報共有
ヒアリング準備 等

支店等への違反原因
行為の事実確認
国への報告書作成
社内調整 等

働きかけ文書の手交
違反原因行為の事実確認
改善計画の作成、早急な
取組の実施を指示
その後のFUを伝達 等

関係省庁も同席荷主の本社へ連絡

貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」

働きかけ
文書発出

働きかけ
文書発出

＆
ヒアリング

目安箱へ
の投稿

Ｇメンに
よる調査
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「標準的運賃」 及び「標準運送約款」の見直しについて

「標準的運賃」について、以下の見直しを行う。
• 燃料高騰分や高速道路料金なども含めて適正に転嫁で
きるよう、運賃水準の引上げ幅を提示

• 荷待ち・荷役などの輸送以外のサービスの対価について、
標準的な水準を設定

• 下請けに発注する際の手数料の設定 等

併せて、「標準運送約款」について、契約条件の明確化等の
見直しを行う。

令和5年 8月30日 第１回検討会（論点整理）
10月27日 第２回検討会（提言素案の整理）
12月７日 第３回検討会（提言取りまとめ）

⇒ 「標準的運賃」 及び 「標準運送約款」 を改正

トラック事業者が自社の適正な運賃を算出し、荷主との運賃交渉に臨むにあたっての参考指標として、
「標準的運賃」 制度を創設（令和2年4月告示）。
実運送事業者に正当な対価が支払われるよう、令和5年中に所要の見直しを図るため、「標準的な運
賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」（※）を設置し、論点整理と方向性について議論を実施。

（※）行政機関（国土交通省、経済産業省、農林水産省等）、学識経験者、荷主団体、物流事業者団体等

「標準的運賃」 の活用状況 見直しの方向性

見直しに向けたスケジュール

6% 9% 11% 20% 20% 15% 9% 4
2

1 4

5% 6% 8% 16% 20% 21% 13% 5% 2

n=1,854

＜「標準的な運賃」と契約額の乖離状況＞
令
和
３
年
度

令
和
４
年
度 n=1,593

11％
35％

45％
15％

10割＝「標準的な運賃」同等 2割
10割超 9割 8割 7割 6割 5割 4割 3割 1割以下

3
1

運
賃
交
渉
の
実
施

収受でき
なかった

31％

10％ 8％ 14％

標準的な運賃を
提示している

標準的な運賃を考慮した
自社運賃を提示している

新たな運賃は提示していない
（既存の自社運賃を継続）

希望額を収受できた 一部収受できた 交渉中 その他

63％
33％

21％ 27％

30％
荷
主
の
理
解

n=4,401

n=3,032

具体的な値上げ額や
値上げ率を提示している

20％

5％

＜標準的な運賃に係る実態調査結果（令和4年度）の概要＞

交渉自体に
応じてもらえなかった

69％

＜標準的運賃に係る実態調査結果（令和４年度）の概要＞

＜「標準的運賃」と契約額の乖離状況＞
＝「標準的運賃」同等

標準的運賃を
提示している

標準的運賃を考慮した
自社運賃を提示している

 ６



「標準的運賃」 及び「標準運送約款」の見直しのポイント
検討会での議論を踏まえ、①荷主等への適正な転嫁、②多重下請構造の是正等、③多様な運賃・料金
設定等の提言をとりまとめ（令和５年12月15日）

１．荷主等への適正な転嫁

運賃表を改定し、平均約８％の運賃引上げ 【運賃】
運賃表の算定根拠となる原価のうちの燃料費を120円に変更し、
燃料サーチャージも120円を基準価格に設定 【運賃】

現行の待機時間料に加え、公共工事設計労務単価表を参考に、
荷役作業ごとの「積込料・取卸料」を加算 【運賃】

荷待ち・荷役の時間が合計２時間を超えた場合は、割増率５割
を加算 【運賃】
標準運送約款において、運送と運送以外の業務を別の章に分離
し、荷主から対価を収受する旨を明記 【約款】
「有料道路利用料」を個別に明記するとともに、「運送申込書／
引受書」の雛形にも明記 【運賃】【約款】

＜運賃水準の引上げ幅を提示＞

＜荷待ち・荷役等の対価について標準的な水準を提示＞

２．多重下請構造の是正等

「下請け手数料」（運賃の10％を別に収受）を設定 【運賃】
元請運送事業者は、実運送事業者の商号・名称等を荷主に
通知することを明記 【約款】

荷主、運送事業者は、それぞれ運賃・料金等を記載した電子書面
（運送申込書／引受書）を交付することを明記 【約款】

＜「下請け手数料」（利用運送手数料）の設定等＞

＜契約条件の明確化＞

３．多様な運賃・料金設定等

＜その他＞
現行の冷蔵・冷凍車に加え、海上コンテナ輸送車、ダンプ車等
５車種の特殊車両割増を追加 【運賃】

中止手数料の請求開始可能時期、金額を見直し 【約款】

運賃・料金等の店頭掲示事項について、インターネットによる
公表を可能とする 【約款】

＜「個建運賃」の設定等＞
共同輸配送等を念頭に、「個建運賃」を設定 【運賃】

リードタイムが短い運送の際の「速達割増」（逆にリードタイムを長く設定
した場合の割引）や、有料道路を利用しないことによるドライバーの
運転の長時間化を考慮した割増を設定 【運賃】

2,180円

荷主A＋荷主B

荷主A

荷主B

１両＝

１個＝１両＝

待機時間料

積込料・取卸料

1,760円

機械荷役の場合
手 荷 役 の 場 合

※金額はいずれも中型車（４tクラス）
の場合の30分あたり単価2,100円

 ７


